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資料２

　　　　



 



＜説明＞
・それでは、本市の就学援助制度の概要についてご説明します。

・ここでは、市内に住所があり、市内の小中学校に通学している児童生徒がいて、
かつ、生活保護を受けていない場合（以下「準要保護」といいます。）についての説
明となります。
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＜説明＞
・「１.制度の概要」についてです。

・就学援助は、経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対して、学用品
費等の必要な費用を援助する制度です。

・学校教育法では、経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対して、
市町村は必要な援助を与えなければならないとされており、就学援助事業は全国
の市町村で実施されています。

・以前は国補助事業でしたが、平成１７年度から市の単独事業とて実施しているた
め、自治体により認定基準や支援費目、支給額などに大きく違いが出てきていま
す。
※「８．就学援助制度の見直しの歴史」を参照
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＜説明＞
・次に、「２．援助対象者」についてです。
・援助対象者は、新潟市に居住し、小・中学校に通学する児童生徒の保護者で、市が定め
る認定基準に該当する世帯となります。
・所得がいくらまでの人が援助を受けられるかということですが、新潟市の認定基準は、世
帯の前年所得の合計額が、各世帯の状況で計算される生活保護基準額の1.3倍以下の世
帯となります。また、この額を認定基準額といいます。
・別紙「その他資料：文科省平成29年度就学援助実施状況等調査結果P3」を見ると、倍率
を採用している市町村の中で1.2倍を超え1.3倍以下が最も多くなっています。
・事例では、父母が30代、小学1年生、4才児の4人家族が、アパートに居住しているケース
ですと、その世帯の合計収入で550万円程度、所得で386万円程度以下であれば、就学援
助の対象となります。
＜参考＞
〇生活保護基準とは、生活するうえで最低限必要な経費の水準を指します。食費や衣服
費などの日々の生活に必要な経費を「生活扶助」といい、母子加算など生活の実態に合
わせ経費が加算されます。また、生活保護基準は、国が行う実態調査に基づき５年ごとに
見直しされます。
〇就学援助制度は、平成17年度から国の補助事業から市町村の単独事業に変わったこ
とから、各市町村で、生活保護基準額の積算費目や採用する改定年度に違いがあります。
新潟市の場合は、平成３０年度から平成２５年に改定された生活保護基準の第１段階（平
成25年８月基準）を採用し、標準的な積算費目（生活扶助＋母子加算＋住宅扶助＋教育
扶助）を採用しています。
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＜説明＞
・次に「３.支給階層区分と支給額」についてです。

・新潟市は、生活保護基準額に対する所得額の割合に応じた階層別の認定をして
いますが、これは新潟市独自の方式です。

・具体的には、資料のとおり、世帯の前年の合計所得が市の定める基準（生活保
護基準額×1.3倍）以下の範囲で４つの階層を設け、階層区分ごとに支給率を定め
て支給しています。所得が少ない世帯ほど、多くもらえる形になります。
・表は、父母30代、小学1年生、4歳児の4人世帯がアパートに居住の場合の例で
すが、年収439万円程度以下の所得であれば、第1階層に認定され、学用品の支
給単価は支給率100％で、満額の11,520円もらえますが、年収550万円程度の世
帯は第4階層に認定され、支給率25％で、2,880円の支給となります。

・表の支給額の例は学用品費の基本額なので、その他の費目で該当するものが
あれば加算をしていくことになります。
・参考までに平成29年度決算額で、1人当たりの平均支給額は、小学校で60,983
円、中学校で93,194円となります。
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＜説明＞

・平成３０年度の当初申請世帯の各階層（割合＝世帯所得÷生活保護基準額）ご
との世帯数分布をグラフにしてみました。
・各市町村で認定ボーダーラインや申請する世帯分布に違いがあります。

・表のとおり、認定者の中で第１階層は約６３％で第２階層から第４階層までは、１
２％程度となっています。
・申請者数17,154のうち、認定者数は13,356で、77.9％の割合で認定されていま
す。逆に認定されなかった割合は約22％で、制度周知が不十分もしくは否認定で
も経済的に厳しい状況の世帯であると考えられます。
・また、全児童生徒58,251人のうち、申請者数の割合（申請率）は29.4％となってい

ます。逆に約７０％は申請しなかったことになりますが、申請の必要がなかった、忘
れていた、制度を知らなかったなどの理由が考えられます。
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＜説明＞
・次に「４.援助内容《その１》～どんな経費が対象？～」についてです。

・就学援助は義務教育におけるさまざまな経費が対象となっており、本市において
は学用品費や給食費など８費目にかかる経費の一部を補助しています。

・他の自治体では、柔道着などの体育用具費や通学費（交通費）、ＰＴＡ会費、生徒
会費、卒業アルバムを対象としているところもあります。

・新潟市は、体育用具費を就学援助の支給対象としていませんが、全５６の中学校
のうち、３５校では柔道着（上着）を学校経費（別予算）で用意しています。
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＜説明＞
・次に「４．援助内容《その２》～教育にかかるお金は？～」についてです。
・ここでは、子どもの学習に関して、何にどのくらいお金をかけているのか、学校の諸校費でいくら
払っているのか、就学援助は何を支給対象としているのかを具体的に見ていきます。
・まず、表の「Ⅰ平成28年度子供の学習費調査」をご覧ください。これは、文科省が平成６年から隔
年で調査しているデータです。全国1,140校、29,060人を対象とした抽出調査で保護者が支出した１
年間、子供一人当たりの経費をまとめたものです。
・経費区分としては、大きく３つに分かれています。１学校教育費は、学校教育のために各家庭が支
出した経費で、学校が諸校費として一律に徴収する経費を含みます。２学校給食費はいわゆる給
食費として徴収された経費です。３学校外活動費は、補助学習費とその他の学校外活動費で、予
習や復習など学校教育に関係する学習のための経費（学習机、家庭教師、学習塾等の経費）と知
識や技能を身に付けるなどのための経費（ピアノ教室、バレエ教室、サッカー教室の月謝等の経
費）となっています。
・公立小学校の年間の合計経費は322,310円で、公立中学校は478,554円となっています。この合計
の内、就学援助の対象となりえる１学校教育費と２学校給食費の合計は、公立小学校で104,484
円、公立中学校で177,370円となっています。
・一方、表のⅡ平成29年度の新潟市立学校の諸校費の合計は、小学校で125,333円、中学校で
175,907円となっています。
・新潟市の就学援助支給対象費目は、先ほど説明した８費目です。〇がついている経費を支給対
象費目としてます。平成29年度の１人当たり平均支給額は、小学校で60,983円、中学校で93,194円
となっています。
・なお、新潟市の就学援助制度では、３の学校外活動費は支給の対象としていません。
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４．援助内容《その２》 ～学習にかかるお金は？～

　↓
拡大判



＜説明＞
・次に「５.認定状況《その１》」についてです。児童生徒の全体数に対して、就学援
助を受けている児童生徒数の割合を認定率といいますが、2018年度（平成30年
度）時点では23.73％となっています。減少傾向で推移しています。
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＜説明＞
・「５.認定状況《その２》」です。

・認定率が低下している要因は、児童のいる世帯所得が増加してきていることなど
が、その要因であると考えられます。
・グラフは、世帯所得と就学援助認定率を比較したものです。
・世帯所得については、最新の平成29年「国民生活基礎調査」の結果が公表され

ていますので、そことの比較になりますが、グラフでは児童のいる世帯所得が増え
ると、認定率が下がっていることが分かります。
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＜説明＞
・次に「６.新潟市の就学援助制度の特徴」についてです。
・このデータは、平成29年度決算での自治体調査結果一覧（別紙「資料７」「資料８」）での
結果です。
・政令市（=政令指定都市）は、全国で新潟市を含め２０市あります。また、県内では30の市
町村がありますが、自治体調査に粟島浦村と刈羽村からの回答がありませんでしたので、
28市町村でデータ比較を行っています。
・①認定率は、政令市では２位（25.8％、生活保護世帯を含む）、県内では1位（25.6％、生
活保護世帯を含まない）と高い水準にあります。
・②の認定基準額は、政令市の場合、父35歳、母30歳、第１子９歳、第２子４歳の世帯モデ
ルで積算しています。政令市で４位、県内で１位と高い水準となっています。
・これは、生活保護基準額の1.3倍までの世帯所得を認定対象としているため、幅広く子育
て世帯を支援できているということを意味します。なお、他の自治体では。生活保護基準の
1倍、1.1倍、1.2倍というところもあります。
・一方、③１人当たりの支給額は、政令市で１９位（30,595円、学校給食費と学校医療費を
除外）、県内で２３位（73,201円）となりいずれも低い水準となっています。
・これは、④の支給費目数が少ないことや、⑤の新潟市の独自方式である「支給階層」が
あることが影響しています。
・所得により支給階層を設けているのは新潟市のみですが、所得に応じた支援ができ、限
られた予算でより必要な世帯に厚く支援できる仕組みです。
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＜説明＞
次に「7.政令市比較（広島市・浜松市・新潟市）」についてです。
・認定率が政令市中１位の広島市と最下位の浜松市そして新潟市を比較してみました。

・一般的に、認定基準額（ボーダーライン）が高ければ認定されやすくなります。

・しかし、認定率が１位の広島市の認定基準額は、283万円で認定率最下位の浜松市398万円より

約100万円低くなっています。

・認定率に影響する要因は、認定基準額（ボーダーライン）だけではなく、他に制度周知などが考え

られます。

・広島市や浜松市の制度周知方法は、学校経由で全保護者に周知されています。新潟市は４月と

１１月に学校経由で全保護者に周知し、継続者には印字された申請書を配布しています。また、文

科省の認定率の県平均を見てみると、静岡県は7％程度、広島県は２１%程度で県によって差が大

きくなっています。

・１人当たりの平均支給額は、支給費目数によって支給額に差が生じます。新潟市の支給費目数

は８で政令市と県内市町村の中で最も低くなっています。しかし、市によって修学旅行費等の実費

負担額に違いがあることや、独自制度の有無によっても、平均支給額に差が生じます。

・柔道着などの体育用具費を支給費目としている市がある一方、新潟市のように中学校で用意（公

費負担）している場合もあります。

※使用データ：・別紙資料７「【政令市】就学策援助事業 自治体調査結果一覧（平均支給額は、学校給食費と

学校医療費を除外、市独自事業費を含む。）」 ・別紙その他資料「文科省 平成29年度就学

援
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＜説明＞
・次に「８.就学援助制度の見直しの歴史」についてです。ここでは、制度の見直しの主なも
のを説明します。
・就学援助は、平成１６年度までは国の補助事業でした。

・しかし、平成１７年度から、各市町村の単独事業となりました。これは、国のいわゆる三位
一体改革「地方にできることは地方に」という理念で、準要保護世帯への国庫補助事業
（国1/2）を廃止し、一般財源化され、補助金に代わり普通交付税を市町村に交付する仕
組みとなりました。これにより認定基準や給付内容において、大きく市町村の格差が生ま
れてきたといわれています。
・平成１７年３月の合併で、新潟市の就学援助制度に統一されました。これにより就学援助
対象者が急増しました。制度を維持するため、比較的所得の高い階層（第５～第３）に支
給率を設定し、平成１８年度から平成２０年度の３か年で段階的に引き下げました。
・平成２０年に生活保護基準が拡充され、認定者数の増加と支給率の高い階層（第１、第
2）の対象者の増加が続きました。また、平成２２年８月の事業仕分けで外部評価委員から
「実施方法の改善」の評価結果が示されたことから、認定基準の生活保護基準額に対す
る倍率を1.4倍から1.3倍に、支給階層を５から４に見直しを行い、現在の形に至っていま
す。
・平成３０年度予算編成で、財政状況が非常に厳しい中、他市に比べ認定率が高いことか
ら、市の事務事業点検で見直しすべき事業と位置付けられました。具体的見直しの内容と
しては、平成２５年生活保護基準改正の第１段階を採用したため、認定者数が実質的に減
少する結果となりました。詳しくは、次ページをご覧ください。
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９．平成３０年度就学援助制度の見直しについて
１ 平成２５年生活保護基準改定と就学援助認定基準の見直しの経緯

○ 国は、平成25年に生活保護基準を改定し、激変緩和措置として概ね３ヶ年かけて

段階的に引き下げるとした（減額幅10％以内）。

○ 就学援助制度の認定基準は、生活保護基準に連動しているため、本来ならば基準

を改定すべきところ、国の対応方針で「できる限り、その影響が及ばないよう対応

すること」との依頼通知があったため、平成29年度まで改定は行わなかった。

○ しかし、平成30年度予算編成において財政状況が厳しく、制度維持のため、平成

25年生活保護基準改定の第１段階（１年目）の改定を行った。

○ なお、政令市20市の中で、平成25年改定を採用しているのは、当市を含め半分の

10市となっている。

（※10市の内、第３段階が７市、第１段階が３市で仙台市、横浜市、新潟市）

２ 生活保護基準の見直しの主なポイント等・・・国は以下の考え方により見直しを実施

① 年齢・世帯人員・地域差による影響の調整

② 前回（平成２０年）の見直し以降の物価の動向の勘案

③ 必要な激変緩和措置の実施

例1：年齢に応じた消費実態は、各年齢間の差は小さくなってるため、基準生活

費の１類・個人の12歳～40歳の基準額を減額し、0歳～11歳や41歳以上は増額。

・ 3～ 5歳 月額23,980円→27,090円（ 3,110円）

・12～19歳 月額38,290円→35,410円（△2,880円）

例2：世帯人員によるスケールメリットを勘案、個人の基準額合計に乗じる逓減

率を拡大

・4人世帯 0.9500→0.7675（△0.1825） 等

6,200人（否認定者を含む）
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＜説明＞
・次に、平成３０年度に実施した就学援助事業実態調査についてご説明します。

・ここで説明する調査は、市内の小中学校に通う児童生徒がいる家庭の経済状況
や学校及び学校外での学習費の負担、給食等の状況等を調査した「新潟市子ども
の学習費等実態調査」です。

・他に「自治体調査（政令市と県内市町村）」も実施していますが、就学援助制度の
説明の中でポイントを説明していますので省略します。
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＜説明＞
「2.分析及び集計方法」についてです。
・単純集計のほかに、次のような集計方法で分析を行いました。

・調査項目の各世帯の収入、家族構成及びその年齢等から「家計力（階層）（＝世
帯所得合計÷生活保護基準額）」を算出し、家計力ごとの学習費への負担感など
をクロス集計しました。
・なお、家計力が130％以下の世帯は、本市の就学援助制度の認定該当世帯に相
当します。

・また、各学習費に対する５段階の負担レベルを点数化し、その合計を回答者数で
除して算出した平均値を負担度として比較を行いました。

「非常に負担」＝５点、「少し負担と感じる」＝４点、「どちらとも言えない」＝３点、
「あまり負担を感じない」＝２点、「まったく負担を感じない」＝１点）
・これにより、次ページの主な視点の分析を行いました。
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＜説明＞
・学習費の負担感を大きな区分でみると、学校外活動費が60.2％で高く、就学援助
の支給対象となっている学校教育費は26.4％、学校給食費は10.7％と低くなって
います。学校外活動費は、家計力全般で負担感が大きくなっています。

・家計力ごとに、就学援助等の公的な経済援助の必要性について集計すると、全
体の傾向として、家計力が上がるに従い「必ず必要」と「できれば必要」の合計の
占める割合が下がっています。特に家計力が130％以下の世帯と130％超の世帯
の間で差が目立っています。

・支給率の妥当性を分析するため、就学援助を受給している世帯における就学援
助の対象となる学習費の費目の負担感を点数化し、階層ごと、費目ごとの平均点
（負担度）を算出すると、階層区分による負担度は平準化されている状況がうかが
えます。
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4.分析結果 ①認定ボーダーラインと支給額の妥当性

〇負担に感じている学習費は、学習塾など
の学校外活動費が６０％程度と高い。
家計力全般で負担感が大きくなっている。

〇全体の傾向として、家計力が上がるに従
い「必ず必要」と「できれば必要」の合計
の占める割合が下がっている。特に家計
力が130％以下の世帯と130％超の世帯
の間で差が目立っている。（資料４のP4）

〇就学援助受給世帯の階層区分ごとの学
習費に対する負担度は、平準化されてい
る状況がうかがえる。（資料４のP5）

　↓
拡大判



＜説明＞

・各学習経費の負担度を比較すると、負担度が高い費目は、学校教育費では「通
学関係費」、「学用品」、「教科外活動費」の順に、学校外活動費では「学習塾費」、
「家庭教師費」、「スポーツ活動費」の順に高くなっています。
・また、家計力130％以下と130％超で比較した場合、学校教育費のうち、就学援助

制度の支給対象となっている「通学関係費」、「学用品」、「修学旅行費、遠足費、
見学費等」で家計力による負担度の差が大きくなっています。
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4.分析結果 ②支給費目と基本額の妥当性

〇各学習経費の負担度を比較すると、負担度が高い

費目は、学校教育費では「通学関係費」、「学用
品」、
「教科外活動費」の順に、学校外活動費では「学習
塾費」、「家庭教師費」、「スポーツ活動費」の順に高

くなっている。（資料４のP6）

〇全体的に見ると、学校外活動費に対する負担感が約60％と高
いが、給食費に対する負担感は約10％程度で低くなっている。

（資料４のP10）

　↓
拡大判



＜説明＞
・就学援助を受給していない世帯は、全体の80.5％となっています。そのうち
80.1％が「申請しなかった」と回答しています。
・その理由として「該当しないと自分で判断した」とする人が77.3％となっており、
「制度を知らなかった」とする人は3％でわずかとなっています。
・一方、就学援助を受給している世帯は、全体の18.9％となっています。家計力が
130％以下（認定該当世帯）は全体の28.4％であり、受給状況と家計力の状況に差
がみられます。また、就学援助を受給していない世帯のうち、家計力130％以下の
世帯が16.1％あり、本来受給可能と思われる世帯が受給していない実態がうかが
えます。

22

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　



4.分析結果 ③就学援助制度の認知度及び受給状況

〇就学援助受給世帯は、全体の18.9％と
なっている。

〇就学援助を受給していない世帯のうち、
家計力130％以下の世帯が16.1％あり、本
来受給可能と思われる世帯が受給してい
ない実態がうかがえる。（資料４のP7）

　↓
拡大判



＜説明＞

・スクールランチを実施している中学校に通っている子どもがいる世帯のうち、ス
クールランチを「毎日利用している」世帯が71.7％、「時々利用している」世帯が
11.8％、「利用していない」世帯が16.5％となっています。

・「時々利用している」もしくは「利用していない」世帯が、スクールランチを利用しな
い時に食べているものをうかがったところ、「食べていない」が6.1％（10人）であっ
たものの、その理由は「アレルギー」「不登校」などとなっています。
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4.分析結果 ④スクールランチの喫食状況

〇スクールランチを「毎日利用している」が
71.7％、「時々利用している」が11.8％、「利
用していない」が16.5％となっている。

〇給食を「食べていない」が6.1％（10人）で、
その理由は「アレルギー」「不登校」など。

（資料４のP8）

　↓
拡大判



＜説明＞
・「子ども食堂」を利用している人は全体の4.0％で、家計力による差はみられませ
ん。一方、「知らない」と回答した世帯は、家計力が130％以下のほうが、130％超
の世帯に比べて高い割合となっています。

・「知っているが、行ったことがない」理由として、「必要と思わない」、「近くにない」
の割合が高く、「利用することで貧困家庭と思われないか心配」の割合はわずかと
なっています。
・「知らない」と回答した世帯の今後の利用意向について、全体の4割程度が「行っ
てみたい」と回答し、家計力による大きな差はみられません。
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4.分析結果 ⑤子ども食堂の利用状況

〇子ども食堂を利用している人は、全体の
4.0％で、家計力による差はみられない。

〇子ども食堂を「知らない」と回答した世帯
の４割程度が「行ってみたい」と回答。

（資料４のP9）
※別紙資料５【その他・自由記載】の「子ども
食堂に期待すること」参照

　↓
拡大判


